
（最終改正：令和５年４月１日） 

 

千葉市社会福祉法人等指導監査要綱 
 

（趣旨） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条に規定する社会福祉事業を経営

する社会福祉法人その他の者（以下「社会福祉法人等」という。）に対して市長が行

う指導監査に関する事務の取扱いは、別に定めるもののほか、この要綱に定めるところに

よる。 

 （指導監査の目的） 

第２条 社会福祉法人等に対する指導監査は、社会福祉法人等の事業運営が関係法令等に照

らし適正に実施されているか実態を確認し、必要な助言、指摘指導を行うことにより、適

正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的とする。 

 （指導監査の範囲） 

第３条 指導監査の範囲は、次のとおりとする。 

（１）社会福祉法第５６条第１項及び第７０条に規定する報告の徴収等 

（２）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の５第１項、第３４条の１７

第 1項、第４６条第１項及び第５９条第１項に規定する報告の徴収等 

（３）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第３９条第１項に規定する報告の

徴収等 

（４）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４４条第１項に規定する報告の徴収等 

（５）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年１１月７

日法律第１２３号）第８１条第１項及び第８５条第１項に規定する報告の徴収等 

（６）老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１８条第１項及び第２項に規定する報

告の徴収等 

（７）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十

八年六月十五日法律第七十七号）第１９条第１項に規定する報告の徴収等 

（指導監査事項） 

第４条 指導監査は、次に掲げる事項について行う。 

（１）組織運営の状況 

（２）人事管理の状況 

（３）財産管理の状況 

（４）会計管理の状況 

（５）施設等運営管理の状況 

（６）利用者支援の状況 

（７）その他必要と認められる事項 

 （指導監査の類型） 

第５条 指導監査の類型は一般監査及び特別監査とし、その内容は次の各号に定めるところ

による。 

（１）一般監査 次条に規定する実施計画に基づいて行う指導監査をいう。 



（２）特別監査 必要に応じて、特定の社会福祉法人等に対し、特定の事項について行う指

導監査をいう。 

 （実施計画） 

第６条 指導監査の実施計画は、国の指導監査要綱に基づき、各指導指針等を受け、本市

の社会福祉行政運営の方針を踏まえて、毎年度当初に策定するものとする。 

２ 実施計画の策定に当たっては、前年度の指導監査結果等を勘案して当該年度の指導

監査重点事項を定め、指導監査の効果的な実施を図るものとする。 

 （実施通知） 

第７条 市長は、指導監査を実施しようとするときは、当該監査の対象となる社会福祉

法人等に対し、日時、職員の氏名その他必要な事項を事前に通知するものとする。 

 （指導監査の方法） 

第８条 指導監査は、社会福祉法人等の事務所等において実地監査の方法により行うもの

とする。ただし、必要があるときは、書面監査又はそれ以外の方法により行うことがで

きる。 

２ 指導監査は、原則として、２名以上の者により実施するものとする。 

 （指導監査の立会い） 

第９条 指導監査は、原則として、社会福祉法人等の管理者、関係者の立会いを得て行う

ものとする。 

 （講評） 

第１０条 職員は、指導監査終了後、社会福祉法人等に対し、講評を行うものとする。 

 （復命） 

第１１条 職員は、帰庁後速やかに社会福祉法人等に確認を行った内容について報告する

とともに、指摘指導事項、助言事項その他必要な事項について整理し、復命を行うもの

とする。。 

 （結果通知） 

第１２条 市長は、指導監査の結果について、社会福祉法人等に対し、文書により通知

するものとする。なお、通知に際しては、期限を付して文書による改善報告を要する指

摘事項と次回の指導監査時に改善状況を確認する指導事項を併せて通知するものとす

る。 

（公表） 

第１３条 前条に規定する指導監査の結果及び改善を要する事項の改善状況について

は、別に定めるところにより公表するものとする。 

 （監査指導室の所掌） 

第１４条 社会福祉法人等の指導監査は、保健福祉局保健福祉総務課監査指導室（以下

「監査指導室」という。）が主体となって行う。 

２ 監査指導室は、指導監査に関する事項について、保健福祉総務課、保護課、地域福祉

課、介護保険事業課、障害者自立支援課、障害福祉サービス課、精神保健福祉課、こど

も家庭支援課、幼保支援課、幼保運営課及び幼保指導課（以下「所管課」という。）と

連絡調整を行うものとする。 

３ 第１２条に規定する社会福祉法人等に対する文書による通知について、監査指導室長



は、あらかじめ所管課長に通知するものとする。 

 （社会福祉法人等監査指導委員会） 

第１５条 社会福祉法人等の指導監査に関する重要事項について調査審議するため、別に

定めるところにより、千葉市社会福祉法人等監査指導委員会を置く。 

 （委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、社会福祉法人等の指導監査に関し必要な事項

は、保健福祉局長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 千葉市社会福祉施設等指導監査要綱（平成４年４月１日施行）は、廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、平成９年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１２年４月２０日から施行する。 

２ 千葉市無認可保育施設指導監督実施要綱（平成４年４月１日施行）は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成１２年６月７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年５月１１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年５月１３日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


